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調査を行う目的及び対象や範囲について 

【前回（第 4 回）の検討部会での主な御意見】 

 調査を行う目的について 

○  １つの組織に２つの目的をつくってしまうとうまくいかない。再発防止

と処分が一緒になると車の両輪が逆方向に動く。一番重要なのは、再発防

止と補償の問題。 

 

○  本来の目的と目的から出る効果や目的を達成する手段に分かれる。本来

の目的は原因究明と再発防止である。原因究明という目的によって確実な

事実関係が明らかになって補償に結びついていく、これは効果の問題。 

   原因究明を達成する手段として刑事司法の後退を考えるべき。 

 

○  効果の問題に関して、原因究明と再発防止のために院内調査委員会が充実

したとしても刑事司法の関与を排除することはできない。別に第三者機関が

あってそこへの届け出があって警察への届け出がなくてよいとの話にしか

ならないのではないか。 

 

○  法的責任を離れて客観的な調査を行い、真相を究明し再発防止に役立て

ることに意義がある。調査結果の利用に関しては、刑事事件として捜査責

任を問わなければならない事態を警察が認知すれば独自の捜査が始まるの

で、客観的な調査機関がすぐ警察に通報する任務は設けておかなくてもよ

いのではないか。 

 

○  原因究明、再発防止をして、医療の質を高め医療の安全を高めていくこ

とを目的とすべき。 

 

○  調査を行う目的については原因究明と再発防止が妥当だと思うが、加え

て、遺族側と医療者側に生じた深い溝に対し双方が納得し理解することが

重要なポイント。 
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○  調査の結果、相互の信頼が生まれることはよいことだが、それは目的と

は違うのではないか。目的は、医療安全、医療の質の向上ではないか。仮

に両当事者が納得していても調査しなければならないということもあり得

る。信頼回復は効果の問題ではないか。 

 

○  目的は原因究明と再発防止、さらに医療の質の向上。目的と手段や効果

を分けて考えることに賛成。 

 

○  医療事故の原因を究明して、再発防止を図り、医療事故に遭った患者や

家族への公正の対応というところを目的にして欲しい。 

 

○  医療事故に遭った患者や家族への公正な対応はとても大事だが、原因究明

と再発防止をうたうことから派生するいくつかの効果の一つとして整理す

る方がわかりやすのではないか。 

 

○  目的はシンプルな方が良い。原因を究明して、再発防止のための対応策

を取り医療の質の向上を図ることは一致できるのではないか。公平性につ

いてはどういう仕組みを考えるかということではないか。 

 

 

 

 

診療行為に関連した事故の調査の目的は、原因を究明し、再発防止を図り、

これに基づいて医療の安全と医療の質の向上を図ることではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 調査を行う対象や範囲について 

 

○  重い障害を持って生きなければならないというのも経済的にも精神的に

も負担が重くなることを考えると、調査対象は死亡した場合だけでよいのか。

しかし、その一方で、どこまでを対象とするのかを誰が振り分け判断するの

か、また、財源問題も課題ではないか。とすれば、最初は死亡事例だけを対

象とし、段階的に、必要に応じて範囲を広げていくことも視野に入れて議論

してはどうか。 

 

○  実現可能性は非常に大事。臨床医も病理医も含め大変だと言っている中で

有害事象まで対象にするのは不可能だと思う。段階的にやるとことには賛成

である。 

 

○  第三者が主体的に範囲を決めて、この範囲のものは抽出しろというのは、

バリエーションが出てしまいうまくいかない。患者の訴えがあって反応する

というのが今の警察制度でもほとんどであり、それを突き破って予想でここ

までというのは社会通念として難しいと思うので、患者から請求があったも

のに尽きるのではないか。 

 

○  死亡事例は今後大きい問題になるので、そこだけでもやっていって、後は、

安全文化が出来上がってくる段階でクリアーされていくと思う。 

 

○  院内の事故調査は死亡事例に限ったものではない。いわゆる有害事象もす

べからくふくまれるべきというのが筋論だと思うが、やはり、出来ること、

出来ないことがおこり得るので、社会の仕組みとして議論するというのであ

れば、まずは死亡事例から出発するというのが１つの見識ではないか。 

 

○  調査を行う対象や範囲を考える際に、国の第三者機関で対象にする場合と

各医療機関が対象にする場合は分けて考えた方がよい。 

重い後遺症が残る事例を丹念に見ていくといくつかの教訓が含まれてい

るので、重篤な後遺症とりわけ遷延性の意識障害等を扱えるようになって欲

しい。 
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○  公正にみるならば、患者や遺族から請求があったものとともに、医療機関

から請求があったものも組み込まれているべきではないか。 

 

○   死亡事例というように限定することが第一だと思う。それで、患者側あ

るいは医療機関側の申し出のあったものを調査する。そして、両者から何ら

かの重大な事象が起こったという場合には、必ずというわけではなくとも対

象になり得るということは付記しておいた方が良いのではないか。 

 

○  有害事象まで含めてとお願いしたいところだが、本当にやらなければなら

ないことまで実現不可能になってしまうので、まず死亡事故を重点において、

少しずつ広げていくといった形でお願いしたい。 

 

 

 

 

第三者機関における調査の対象については、まずは死亡事例を基本におい

て、それ以外のものについては必要に応じて段階的に拡大していくという考

え方ではないか。 

  公正・公平性の観点から、患者・遺族からの請求があった場合はもちろ 

ん、医療機関からの依頼・要望がある場合にも対象することになるのではな

いか。 

  


